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栃 木 県 告 示 第 五 百 四 十 五 号

　 土 砂 災 害 警 戒 区 域 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 百 十 三 号 ） に よ り 指 定 し た 土 砂 災 害 警 戒 区

域 の 一 部 の 指 定 を 解 除 す る の で 、 同 告 示 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 十 月 九 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 表 矢 板 市 大 槻 二 一 一 Ⅰ 〇 〇 八 の 項 を 削 る 。

栃 木 県 告 示 第 五 百 四 十 六 号

　 土 砂 災 害 警 戒 区 域 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 百 十 四 号 ） に よ り 指 定 し た 土 砂 災 害 警 戒 区

域 の 一 部 の 指 定 を 解 除 す る の で 、 同 告 示 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 十 月 九 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 表 さ く ら 市 松 島 三 八 五 Ⅰ 〇 〇 九 の 項 を 削 る 。

栃 木 県 告 示 第 五 百 四 十 七 号

　 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 百 十 六 号 ） に よ り 指 定 し た 土 砂 災 害 特

別 警 戒 区 域 の 一 部 の 指 定 を 解 除 す る の で 、 同 告 示 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 十 月 九 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 表 矢 板 市 大 槻 二 一 一 Ⅰ 〇 〇 八 の 項 を 削 る 。
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　───────────────────────────────────────────────

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

矢板市大槻２１１－Ⅰ－００８ 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

さくら市松島３８５－Ⅰ－００９ 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用する
と想定される衝撃
に 関 す る 事 項

矢板市大槻２１１－Ⅰ－００８ 別添図面のとおり。
（図面省略） 急傾斜地の崩壊 別添図面のとおり。

（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 告 示 第 五 百 四 十 八 号

　 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 百 十 七 号 ） に よ り 指 定 し た 土 砂 災 害 特

別 警 戒 区 域 の 一 部 の 指 定 を 解 除 す る の で 、 同 告 示 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 十 月 九 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 表 さ く ら 市 松 島 三 八 五 Ⅰ 〇 〇 九 の 項 を 削 る 。

栃 木 県 告 示 第 五 百 四 十 九 号

　 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 六 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 、 次 の 区 域 を 土 砂 災 害 警 戒 区 域 に 指 定 す る 。

　 な お 、 関 係 図 書 は 、 栃 木 県 県 土 整 備 部 砂 防 水 資 源 課 、 栃 木 県 矢 板 土 木 事 務 所 及 び 矢 板 市 役 所 に お い て 縦 覧 に

供 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 十 月 九 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

栃 木 県 告 示 第 五 百 五 十 号

　 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 六 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 、 次 の 区 域 を 土 砂 災 害 警 戒 区 域 に 指 定 す る 。

　 な お 、 関 係 図 書 は 、 栃 木 県 県 土 整 備 部 砂 防 水 資 源 課 、 栃 木 県 矢 板 土 木 事 務 所 及 び さ く ら 市 役 所 に お い て 縦 覧

に 供 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 十 月 九 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

栃 木 県 告 示 第 五 百 五 十 一 号

　 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 八 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 、 次 の 区 域 を 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 に 指 定 す る 。

　 な お 、 関 係 図 書 は 、 栃 木 県 県 土 整 備 部 砂 防 水 資 源 課 、 栃 木 県 矢 板 土 木 事 務 所 及 び 矢 板 市 役 所 に お い て 縦 覧 に

供 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 十 月 九 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

栃 木 県 告 示 第 五 百 五 十 二 号

　 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 八 条 第
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区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用する
と想定される衝撃
に 関 す る 事 項

さくら市松島３８５－Ⅰ－００９ 別添図面のとおり。
（図面省略） 急傾斜地の崩壊 別添図面のとおり。

（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第553号
　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第２項に規定する指定自立支援医療機関を指定したの
で、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成24年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日 自 立 支 援
医療の種類

担 当 す る
医療の種類

上都賀総合病院 鹿沼市下田町１-
1033

上都賀厚生農業
協同組合連合会

平成24年10月１日 育成医療及
び更生医療

免疫に関す
る医療

２　薬局

名 称 所 　在 　地 開 設 者 名 指定年月日 自立支援医療
の 種 類

コスモファーマ薬局
氏家店

さくら市北草川
２-19-８

株式会社コスモ
ファーマ東京

平成24年10月１日 育成医療及び更生医療

サンテ薬局 足利市借宿町609-
３

有限会社マスヤ
マメディカル

平成24年10月１日 育成医療及び更生医療

中央薬局
小山城北店

小山市城北６-31-
２

株式会社パワー
ファーマシー

平成24年10月１日 育成医療及び更生医療

コスモファーマ薬局
上三川南店

上三川町大字上三
川字東舘2873-１

株式会社コスモ
ファーマ東京

平成24年10月１日 育成医療及び更生医療

３　指定訪問看護事業等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日 自立支援医療
の 種 類

さわやか訪問看護ス
テーション

野 木 町 南 赤 塚
1145-1

有限会社爽 平成24年10月１日 育成医療及び更生医療

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第554号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項において準用する同法第10条第１項の規定により、次の

一 項 の 規 定 に よ り 、 次 の 区 域 を 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 に 指 定 す る 。

　 な お 、 関 係 図 書 は 、 栃 木 県 県 土 整 備 部 砂 防 水 資 源 課 、 栃 木 県 矢 板 土 木 事 務 所 及 び さ く ら 市 役 所 に お い て 縦 覧

に 供 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 十 月 九 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

（ 砂 防 水 資 源 課 ）　
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土地改良区の土地改良事業計画の変更を認可したので、同法第48条第11項の規定により公告する。
　　平成24年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 認 可 年 月 日

黒羽土地改良区 黒羽地区土地改良（維持管理）事業 平成24年９月25日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○疑似患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が疑似患畜となったことを発
見した旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　平成24年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家畜の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分 頭羽群数 発生の場所

又 は 区 域 発 生 年 月 日 経過及び
転 帰

ヨーネ病 牛 疑似患畜 １頭 那須町 平成24年９月27日 隔離中

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業に係る換地処分
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、県営江川・五千石地区土地改良（区
画整理）事業内の土地について次のとおり換地処分を行ったので、同条第10項において準用する同法第54条第
４項の規定により公告する。
　　平成24年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　換地処分の年月日
平成24年９月21日

２　換地処分の内容
平成24年７月20日付け栃木県告示第419号で公告した換地計画のとおり。

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成24年７月10日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法律第188
号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、足利市長から、その公共測量が終わった旨通知
があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成24年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（街区基準点等のパラメータ補正）

２　作業地域
足利市

３　作業期間
平成24年６月20日から同年８月31日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
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　平成24年７月10日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法律第188
号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、栃木市長から、その公共測量が終わった旨通知
があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成24年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（街区基準点等のパラメータ補正）

２　作業地域
栃木市

３　作業期間
平成24年６月20日から同年８月31日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成24年７月10日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法律第188
号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、矢板市長から、その公共測量が終わった旨通知
があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成24年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（街区基準点等の座標補正及び検証測量）

２　作業地域
矢板市

３　作業期間
平成24年７月１日から同年８月31日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────


